
１１月１７日（木）、苫小牧道路事務所構内で、豪雪時等における車両移動訓練を行いました。
本訓練は、平成２６年１１月２１日の災害対策基本法の改正を踏まえ、大規模地震や豪雪等の災害発生時におい
て直ちに道路啓開を進め、緊急車両の通行ルートを迅速に確保することを目的に行われ、胆振日高管内の道路管
理者、道路維持業者、警察、消防、ＪＡＦなど関係者約９０名が参加しました。

豪雪時等における車両移動訓練を行いました 道路整備保全課

放置車両の状況確認 車両所有者不在で横転した車両を除雪ドーザで移動

◆災害対策基本法に基づく車両移動の流れ
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※やむを得ない限度での破損を容認し、損失補償
規定に基づき補償。

※やむを得ない必要があるとき、道路管理者は、
他人の土地の一時使用、竹木その他の障害物
の処分が可能。


